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（
農
林
水
産
委
員
会
）

農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
（
閣
法
第
七
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
農
業
の
成
長
産
業
化
を
図
る
た
め
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
委
員
会
及
び
農
業
生
産
法
人
に
関
す
る
制
度
の

一
体
的
な
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正

１

組
合
の
事
業
運
営
原
則
の
明
確
化

農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
行
う
事
業
に
よ
っ
て
そ
の
組
合

員
及
び
会
員
の
た
め
に
最
大
の
奉
仕
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
農
業
所
得
の
増
大
に

最
大
限
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
農
畜
産
物
の
販
売
そ
の
他
の
事
業
に
お
い
て
高
い
収

益
性
を
実
現
し
、
そ
の
収
益
を
事
業
の
成
長
発
展
を
図
る
た
め
の
投
資
又
は
事
業
利
用
分
量
配
当
に
充
て
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

理
事
の
構
成

農
業
協
同
組
合
の
理
事
の
定
数
の
過
半
数
は
、
原
則
と
し
て
、
認
定
農
業
者
又
は
農
畜
産
物
の
販
売
そ
の
他
の
事
業
若
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し
く
は
法
人
の
経
営
に
関
し
実
践
的
な
能
力
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

組
合
の
組
織
変
更
等

組
合
は
、
信
用
事
業
及
び
共
済
事
業
を
除
く
事
業
に
つ
い
て
組
合
を
設
立
す
る
新
設
分
割
並
び
に
株
式
会
社
、
一
般
社

団
法
人
、
消
費
生
活
協
同
組
合
及
び
医
療
法
人
へ
の
組
織
変
更
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

４

農
業
協
同
組
合
中
央
会
制
度
の
廃
止

農
業
協
同
組
合
中
央
会
制
度
を
廃
止
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
日
か
ら
三
年
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
都

道
府
県
農
業
協
同
組
合
中
央
会
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
に
、
全
国
農
業
協
同
組
合
中
央
会
は
一
般
社
団
法
人
に
、
そ
れ

ぞ
れ
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

５

信
用
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
等
の
会
計
監
査
人
の
設
置

一
定
規
模
以
上
の
信
用
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
等
は
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
に
よ
る
会
計
監
査
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

農
業
委
員
会
の
事
務
の
重
点
化
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農
業
委
員
会
は
、
農
地
法
等
の
法
令
に
基
づ
く
事
項
の
ほ
か
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
関

す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
し
、
農
業
及
び
農
民
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
公
表
、
他
の
行
政
庁
へ
の
建
議
等
は
規

定
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

農
業
委
員
の
選
出
方
法
の
変
更

農
業
委
員
の
公
選
制
は
廃
止
し
、
農
業
委
員
は
、
市
町
村
長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も

に
、
市
町
村
長
は
、
農
業
委
員
の
任
命
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
認
定
農
業
者
が
農
業
委
員
の
過
半
数
を
占
め
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

農
業
委
員
会
は
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
委
嘱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
は
、
農
業
委
員
会
が
定
め
る
区
域
内
の
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
の
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

４

農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
農
業
委
員
会
相
互
の
連
絡

調
整
等
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
全
国
又
は
都
道
府
県
に
そ
れ
ぞ
れ
一
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を
限
っ
て
、
農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
と
し
て
指
定
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
農
地
法
の
一
部
改
正

農
地
を
所
有
で
き
る
法
人
の
要
件
に
関
し
、
農
業
者
以
外
の
構
成
員
の
有
す
る
議
決
権
の
要
件
に
つ
い
て
総
株
主
の
議
決

権
等
の
二
分
の
一
未
満
ま
で
認
め
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
役
員
の
農
作
業
従
事
要
件
に
つ
い
て
そ
の
法
人
の
役
員
等
の

う
ち
一
人
以
上
の
者
が
農
作
業
に
農
林
水
産
省
令
に
定
め
る
日
数
以
上
従
事
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

政
府
は
、
准
組
合
員
の
事
業
の
利
用
に
関
す
る
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
施
行
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

間
、
正
組
合
員
及
び
准
組
合
員
の
組
合
の
事
業
の
利
用
の
状
況
並
び
に
農
業
協
同
組
合
等
の
改
革
の
実
施
状
況
の
調
査
を

行
い
、
検
討
を
加
え
て
、
結
論
を
得
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
附
則
に
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
委
員
会
に

関
す
る
制
度
の
改
革
の
趣
旨
及
び
内
容
の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
関
係
者
の
意
識
の
啓
発
を
図
り
、
当
該
改
革
の
趣
旨

に
沿
っ
た
自
主
的
な
取
組
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
旨
の
規
定
を
追
加
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


